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１　問題の所在―福祉国家の再編の中の社

会的企業

近年、社会的企業が社会的排除との関連で注

目されることが増えてきた（谷本編 2006; 中

川 2007; 藤井 2004）。経営学、社会政策学、

社会学と学問領域は異なるものの、生産活動を

営みながら社会的目的を達成する組織（社会的

企業）に注目する点は共通する。

同じ社会的企業（Social Enterprise）という

言葉でも、欧州とアメリカでは強調される側面

が異なる（藤井 2007; Kerlin 2005）。欧州では

社会的排除の解消に向けた社会政策の転換とい

う文脈で社会的企業が注目されるのに対して、

アメリカでは財政削減を背景とした NPO の事

業化という意味で社会的企業が注目されるよう

になった。本論文の位置する福祉社会学、社会

政策学において、重要な意味を持つのは社会的

排除と関連づけられる前者であり、本研究では

欧州的な意味での社会的企業概念に基づく。

社会的企業概念に含まれる事業体は多様性に

富むが、その中でも、欧州的な意味での社会

的企業は介護、保育などの対人社会サービスの

提供を行うものと社会的に排除された人々への

雇用機会・訓練機会の提供を行うものの二つに

大別することができる。とりわけ、近年では、

社会的排除との関連で後者が注目されている

（Nyssens  ed. 2006）。

ここで、社会的排除とは「福祉国家（特に社

会保険）、社会（中間集団）、経済（特に雇用）

におけるメンバーシップの喪失」（菊地 2007：

4）と定義される。欧州では所得格差だけでは

なく、社会における様々な場面におけるメンバ

ーシップの喪失を社会的排除として概念化し、

問題視する傾向が高まっている。

社会的排除の一つとして労働市場からの排除

という問題が存在する。シングルマザーや若

年者、長期失業者などの構造的に労働市場から

排除される人々に対する雇用創出と就業訓練

を目的とした社会的企業は、「労働統合型社会

的企業」（Work Integration Social Enterprise ＝

WISE）と呼ばれ、労働市場からの排除に対す

る処方箋として期待されている。

WISE が社会的排除の解消に貢献する理由は、

労働統合型社会的企業における資源の混合
――共同連を事例として――
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ひとつには、WISE が積極的労働市場政策の担

い手として雇用機会を創出、媒介する役割を

果たすためであるが、WISE の機能はそれだけ

にとどまらない。加えて WISE は失われた中

間集団の紐帯を回復する役割を果たし（菊池 

2007）、また、生産される対人社会サービスは

地域内で消費されるとともに、その派生効果と

して個人や集団の雇用へのアクセスを高めると

期待されている（濱口 2000）。

社会的企業は欧州で広く見られる組織であ

り、研究に関しても一定の蓄積が進展しつつあ

る。翻って日本の状況を見ると、近年では日本

でも社会的排除が問題視される傾向が強まって

きた（岩田 2008）。そして、社会的排除に対

抗して、日本でも数は少ないものの、活動を行

う社会的企業が存在する 1。

労働統合型社会的企業を検討する上では、そ

の活動が社会的排除にいかにアプローチしてい

るかという社会的目的の達成と、その活動が持

続可能であるかという経済的目的の達成の両面

から論じられなければならない。そして、この

両者に対して重要な意味を占めるのが、複数の

セクターの要素を組み合わせるという社会的企

業の性質である。しかし、この点に関して、日

本の社会的企業研究を見ると、その一部は社会

的企業の他のセクターに対する対抗性を強調す

ることで、二つの目的に対する複数のセクター

の要素を混合することのメリットをうまく捉え

ることができないという問題がある。

本論文では、それに対して欧州の社会的企業

論の議論を検討し、WISE の事例を分析するこ

とで、社会的企業の混合的性格について明らか

にする。まず 2 節で、日本の一部の先行研究

を批判的に検討したうえで、欧州の社会的企

業研究を参照し、社会的企業の混合的性格に注

目する必要があることを論じる。3 節では本論

文の対象事例である障害者就労分野で活動する

WISE の一つである共同連（正式名称：「差別と

たたかう共同体全国連合」）について、その特

徴を整理したうえで、4 節では共同連における

資源の混合の様態について分析を行う。

２　先行研究の検討―独立性か混合性か

２－１　独立性が強調される社会的企業論

先にも述べたように社会的企業論は欧州由来

のものとアメリカ由来のもので強調される点が

異なっている。経営学系のアメリカ由来の社会

的企業研究においてはその概念は幅広く、事業

的な側面が強調される（Defourny and Nyssens 

2006）。日本の経営学系の社会的企業研究（谷

本編 2006 など）も、社会的企業家の役割や事

業性、またその革新性（イノベーション）の

みが過度に強調される傾向がある点に問題があ

る（藤井 2007）。欧州の社会的企業概念はそれ

に比して、福祉国家の再編に関連づけられ、他

のセクターとの媒介性に注目が払われてきたこ

とはすでに指摘されていることである（藤井 

2004; 藤井 2007）。

しかし、日本においては、欧州由来の社会的

企業概念に依拠する論考においてさえ、社会的

企業とサードセクター以外のセクターとの関係

性について、社会的企業をコミュニティや市民

社会と同一視し、市場経済や政府に対抗するも

のであるという視角から捉えようとするものが

みられる。経済学者の粕谷信次（粕谷 2006）

や社会学者の佐藤慶幸（佐藤 2007）がそのよ

うな研究者の代表例と捉えることができる。

粕谷は現代社会に対しての強い危機感を持

つ。現状認識として社会全体の近代化の趨勢に

ついて、4 段階のモデルを描く。このモデルに

おいては、政府セクターが未発達の段階、政
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府セクターが発達した段階（社会主義と福祉国

家）、企業セクターが発達する段階（新自由主

義的グローバリゼーション）が段階論的に区分

される。そして現在は、新自由主義的グローバ

リゼーションの段階であり社会的排除、社会的

持続可能性、生態系的持続可能性、に関して、

危機的な状況にあるとされる（粕谷 2006: 36）。

粕谷によれば、このような「新自由主義的グ

ローバリゼーション」が進行する社会で、社会

が持続可能性を保つために有効性を持つのが、

政府にも企業にもない特質をもつサードセクタ

ー＝社会的経済企業（社会的企業）2 である。

粕谷は次のように述べる。

かくて、近代になって芽生えたアソシエー

ションを基盤とする社会経済ベクトルの市

場・企業セクター（右上〔引用者註：引用元

の図は省略してある〕）への伸張（経済面に

おけるベクトルの伸張を見よ）、そして制度

化した民主主義を活性化するラディカルデモ

クラシーの推進による政治次元における市民

的公共性の推進（左上〔引用者註：引用元の

図は省略してある〕の国家に迫るベクトルの

伸張を見よ）によって、近代初期に芽生えな

がら、中途挫折し未完のままの（経済的・政

治的・社会的）「市民的公共性」ベクトルの

全体社会への拡張（それらの相乗効果による

面としての拡延、それこそ「サード・セクタ

ー」の革新的伸張・ルネッサンスといえる）。

（粕谷 2006: 170）

この引用部から分かるように、粕谷は「サー

ド・セクター」（＝社会的企業）が市民社会や

コミュニティと同一視され、「国家」や「市場・

企業セクター」に対抗する「ベクトル」をもっ

た存在として捉えている。ここで、社会的企業

は本質的に市民的公共性を担う組織体であり、政

府や市場とは対抗的な性質を持ったものである。

同様の趣旨で、社会的企業を高く評価する

研究者に社会学者の佐藤慶幸がいる。佐藤は

1980 年代以降、一貫して生活クラブ生協をフ

ィールドに調査研究を行ってきたが、近年の関

心は社会的企業と社会的経済に向けられている。

佐藤は社会的企業を資本ではなく人間を基

盤として事業を行い、アソシエーションとして

の民主的な組織形態を採用する組織、セクター

として捉えている（佐藤 2007: 84）。その上で、

次のように社会的企業を他のセクターとは明確

に異なる特性を持つものと理解する。

　＜社会的経済＞（引用者註 : 佐藤の議論で

は社会的企業と同義）は、市場競争によって

余剰価値としての営利を追求する市場経済と

も、今日の日本のように、法権力のもとに税

金資本を調達し、法の擬制によって官僚主義

的に非効率的に、あるいは既得権益にもとづ

いて公共財を分配する公共経済とも根本的に

異なる。 （佐藤 2007: 89）

佐藤の議論では社会的経済（社会的企業）と

他のセクターとの違いが強調される。ハバーマ

スなどの議論を補助線としながら、佐藤は、社

会的経済（社会的企業）は、「言語的、自然的、

自発的コミュニケーションを媒介して成り立つ

相互の信頼にもとづく、互酬的な協力・連帯関

係」を原理とする関係であり、モノの交換を行

う経済領域とは「根本的」に異なり、今後、新

しい市民社会の中で重要性をもつのは社会的企

業である、とされる。

佐藤の図式では社会的企業はアソシエーショ

ンと同一視され、企業や政府は官僚制的なシス

テムとして整理されているため、社会的企業と
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政府・企業は対立関係にあるものと位置づけら

れる。佐藤は日本の現状について、経済と政治

が密接に結びついており、政治の腐敗、汚職、

利権構造、また近年の新自由主義的傾向が問題

であることを指摘する（佐藤 2007: 112）。そ

のうえで「社会的経済はまだまだ小さくて微力

なものだけれど、世の中でそれを拡大しながら、

市場のあり方、公共経済（引用者註 : 政府）の

あり方を批判していくこと（引用者註 : が重要

である）」（佐藤 2007: 112）と主張する。

ここまで見てきたように、粕谷も佐藤も社会

的企業を国家や市場とは原理的に異なる存在と

して捉えたうえで、さらに国家や市場経済へ対

抗的な存在であることを強調する。両者の社会

的企業論は、ハバーマスの議論を土台として、

「システムによる生活世界の植民地化をいかに

防ぐか」という文脈で社会的企業を捉えようと

する点が共通している。

佐藤や粕谷の議論はあるタイプのサードセク

ター理解の典型例である。この理解のもとで

は、サードセクターの組織を何かしらの固有の

原理を保持するものとみなされ、サードセクタ

ーは市場経済や政府から明確に区別される。し

かも市場経済や政府と社会的企業との関係を対

抗的、競合的に捉える。このようなサードセク

ターを固有の原理を持つ、政府や市場経済から

独立した存在として捉えようとする考え方はサ

ードセクター研究の中で少なからざる影響力を

持ってきたと考えられる。

２－２　混合性を強調する社会的企業論

一方で、欧州の社会的企業研究を参照すると、

粕谷や佐藤とは異なる性質が強調されている。

欧州において、社会的企業研究を主導する研究

ネットワークに EMES3 があるが、EMES はサー

ドセクターの「開放的・混合的・多元的・媒介的」

性格を強調する（Evers and Laville 2004=2007: 

51）。

EMES の研究者は、サードセクターを、何ら

かの単一の原理を共有した、明確な境界を持

ち、他のセクターから独立したセクターとして

捉えることに懐疑的である。むしろ、サード

セクターは他のセクターからの影響を受けやす

い、曖昧な領域として把握される。

このようなサードセクター理解の上で構築さ

れた、EMES の社会的企業研究においては、社

会的企業は政治、経済、社会の要素が組織の中

で混合する点が強調される。とりわけ、Evers

の福祉多元主義モデルに基づき、資源などの

混合様式を探求する性質が重視される、例え

ば後者の混合的な要素に関して、Defourny と

Nyssens は次のように述べている。

　EMES の研究ネットワークは社会的企業を

市場と公共政策と市民社会の交点に位置づ

けてきた。特に、社会的企業の資源の混合

（hybridization）を強調した。実際、社会的

企業は、利用者からの販売や料金による収入

を彼らの社会的使命に結びついた公的な補助

金、私的な募金とボランティアとを結合させ

てきた。（Defourny and Nyssens eds.  2008: 5）

引用が示唆するのは、社会的企業を政府や市

場に対抗的な存在として見る視点というより

も、政治や市場経済、そして社会の各要素を混

合して活用する社会的企業の姿である。少な

くとも、EMES の研究者は、社会的企業それ自

身を、企業や政府に対抗的なコミュニティ、あ

るいは市民社会と同一視しておらず、社会的企

業は、政治、経済、社会の各領域の中間に位置

し、各要素を混合（hybrid）する結節点である

ことが強調される。EMES のアプローチと、社
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会的企業（WISE）を市場や政府とを対抗的な

図式のもとで捉える粕谷や佐藤のアプローチと

の間には他のセクターと社会的企業の関係に関

して、ズレがある。

ここで重要なのは混合という視点であると考

えられる。なぜならば、福祉国家の再編とい

う文脈で社会的企業の効果が期待された背景に

は、政府と市場と市民社会の要素が混合するこ

との利点についての積極的な評価があると考え

られるためである。EU は近年、社会的包摂と

凝集性の原理を組み込んだ資本主義を作り上げ

ようとしており、社会的企業支援もこの戦略の

一環である（大沢 2007: 220）。社会的企業が

効率性と社会的包摂を両立しうるのは、効率性

を求める市場的要素、排除を問題視する市民社

会の原動力、そしてそのような試みが公共的問

題に関わるがために保障される政府からの支援

が混合するときだろう。しかし、対抗性を強

調するアプローチでは社会的企業はコミュニテ

ィ、あるいは市民社会と同一視され、市場経済

セクターや政府セクターと対抗する側面が強調

されるため、市場的な要素や政治的な要素の混

合とそのメリットは軽視される。

このように、他のセクターの要素の混合、混

合過程に注目するのは EMES の研究者だけでは

ない。藤井は、社会的企業は政府、市場、市民

社会の媒介領域に位置し、多元的な資源・目標・

運営メカニズム・組織文化等が入り組んだ組織

であることを指摘しており（藤井 2004 : 58）、

また社会学者の田中夏子もイタリアの社会的企

業に対して市場、地域社会、行政との相互作用

に注目してアプローチしている（田中 2004）。

ただし、このように三つのセクターの要素の混

合に注目するという視点の重要性は日本の研究

者も指摘してはいるのだが、これらは日本にお

ける社会的企業の事例に基づいて検討されては

おらず、未だ日本の事例に関していえば仮説段

階にとどまっていると考えられる。

以上を踏まえて、日本の WISE についても、

EMES が強調する混合的性格が見出せるかどう

か、そしてそれはいかなる機能を持つのかを実

証的に検討することが、本論文の課題となる。

EMES は混合される要素として資源、目的、ス

テークホルダーを指摘しているが（Nyssens ed. 

2006）、このうちとりわけ EMES が強調する資

源の混合的性格に限定する。ここで資源の混合

に注目するのは、EMES だけに限らず、OECD

や欧州委員会の報告書でも指摘されているよう

に資源の混合が社会的企業の利点として強調

されることが多いためであるとともに（OECD 

1999; Employment and Social Affairs 2002: 19）、

他のセクターからの資源の移転という局面が存

在するために、政府や市場経済、市民社会と社

会的企業の関係性を検討する上で適当であると

考えられるためである。「日本の WISE におい

ても資源の混合を認めることができるか。認め

られるとすれば、それはいかに WISE の社会的

目的、経済的目的に貢献しているのか」が本論

文の問いである。

３　領域と対象の設定

３－１　障害者就労の状況

1 節において欧州で WISE の活動に注目が集

まっていることを述べたが、社会的に排除され

た人々に対する社会政策上の労働圧力の強い日

本において欧州と同じ意味で社会的排除が問題

になるかは簡単には判断できない。しかし、少

なくとも障害者の雇用問題においては社会的企

業の一定の貢献が期待できる。それは、障害者

は一般的にも就労の場からは排除される傾向に

あり、知的障害者や精神障害者、重度障害者の
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場合はとりわけその傾向が強いという状況が存

在するためである。

それは障害者の就労率に表れている。障害者

の就労率は健常者のそれと比較して、大きな差

があることが知られている。三障害とも障害者

の就労率は 4 割前後にとどまる。一方で労働力

調査（2008 年平均）4 によれば、20 ～ 64 歳

人口全体の就業率は 70.8％（男性 81.6％、女

性 59.8％）であり、障害者の就労率は健常者

と比較して半分程度である。

また就労していても、すべての障害者が一般

的な形式で就労してはいない。問題とされるの

は「福祉就労」という福祉行政の補助金により

運営される場への就労を意味する特殊な就労形

態である。雇用契約のもとで就労する障害者と

比べて、福祉就労のもとでは、労働法規の適用

外にあり、月給 1 万円程度という最低賃金以下

の条件で就労するケースが多い。雇用関係にな

い福祉就労のもとで働く障害者は重度の知的障

害者や精神障害者にとりわけ多く見られる（中

原 2007: 178）。

このように障害者は労働市場から排除されて

いるということができ、障害者就労の領域にお

いては、日本でも WISE は活動する余地が十分

にあると考えられる。

３－２　共同連という対象

本論文では障害者就労の問題に取り組む

WISE の一つとして、共同連をとりあげる。

共同連は 1984 年に、「共に働き、生活する

ことが可能となるような制度を求めて、当時の

厚生省・労働省に対する共同行動を行うことを

目的として、全国各地の障害のある人ない人の

『共に生き働く場』が集まって結成された」5 団

体である。共同連は、障害者の就労状況の改善

を目指して活動を続けてきた。

共同連は共働事業所、社会的事業所と呼ばれ

る自立的な事業体の連合体である。共働事業

所とは障害者と健常者が「自主的に共同の働く

場をつくり出し、『共に働く』関係性を問いつ

つ、社会的、経済的自立を目指す事業体」（斎

藤 1997）を指す。現在ではこのような理念を

共有する団体が 80 団体程度、ゆるくネットワ

ークを形成し、活動を続けている。

共働事業所の特徴として、「共に働く関係」「障

害者の労働保障」「社会的経済的自立を目指す

事業体」（障害者労働研究会 2002: 6）という三

つが存在する。

一番目の「共に働く関係」とは「障害者も健

常者も対等な関係で働き運営すること」（障害

者労働研究会 2002: 7）である。共働事業所で

は障害者も健常者も同じ立場の労働者として扱

われる。共同連では「障害の有無にかかわらず

人間は平等・対等であり、支配被支配の関係や

権力関係を形成すべきではない」（障害者労働

研究会 2002: 7）という理念を持つ。この理念

は共同連で共有されている「能力主義の否定」

（障害者労働研究会 2002: 7）とも通じる。「共

に働く関係」は作業内容や処遇に障害者と健常

者で区別される一般の共同作業所とは大きく異

なる共同連の特徴である。

二番目の「障害者の労働保障」とは「基本的

労働条件（労働時間、賃金、社会保険などの保

障）を、障害者が働くにあたっても保障するこ

とを指す。共同連では、「障害種別や障害の「軽

重」を問わ」ず、「障害があろうが、なかろう

が労働する権利は保障されなければならない」

（障害者労働研究会 2002: 7）と考えられている。

そして労働法規に則った労働条件が整備される

べきであると主張されている。

第三に、共働事業所は「社会的経済的自立を

目指す事業」でなければならない。「障害者が
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働くことを選択し、共働関係に基づく場をめざ

して作り上げる事業所が自立し存続しえないの

であれば、共働は単なる夢物語になってしまう」

（障害者労働研究会 2002: 8）という経済的自立

の重要性の自覚がある。ただし、市場経済にお

いて生産性が高いとはいえない障害者と共に働

く事業体と一般の事業体とが競争関係におかれ

ることが困難である点への意識も高く、事業体

の自立を支えるための制度整備の必要性は否定

されていない。

ここで共同連の共働事業所や社会的事業所の

各現場は自立的で多様性に富むことには注意し

なければならない。例えば、共同連の理念の一

つとして障害者の労働権保障があり、そこでは

生活に足るだけの賃金保障も含まれているが、

必ずしも全ての加入団体が達成できているわけ

ではない。また組織の規模も団体ごとに大きく

異なり、業種にも違いがある。過度な一般化に

は注意しなければならないが、共同連に所属す

る共働事業所はそれでも一定の共通性を保持し

ていると考えられる。共同連の活動を総称する

適当な用語もないことから、ここでは便宜上、

「共同連」という言葉で各事業所の活動も称す

ることとする。

このような特徴を持つ共同連は WISE と捉え

ることができる。社会的企業は欧州の社会的企

業の研究者ネットワークである EMES の定義に

よると 9 項目の要件から定義される組織であ

る。EMES の指標と共同連の活動を比較して検

討すると、適合するかどうか明確に判断できな

い基準は社会的指標の「参加型の性質を持つ」

であり、それ以外の 8 個の指標に関しては適合

する 6。すべてが同じ立場の労働者であるとい

う共同連の理念からすればシングルステークホ

ルダー的であるが、一般の作業所では職員、利

用者という形で区分けされることの多い、障害

者と健常者の両方が経営に関わるという意味で

はマルチステークホルダー的である 7。

マルチステークホルダー性は重要な要件で

はあるが、社会的企業は多様であり、必ずし

もすべての指標の適合性を EMES も求めていな

い（Defourny and Nyssens eds. 2008: 5）。また

マルチステークホルダー性は地域での社会関係

の構築という点からは、重要な項目であるが、

欧州でも活動実践によって差がある条件である

（藤井 2007: 99）ため、必ずしも不可欠の要素

とは言えないと考えることができる。よって本

論文では共同連を WISE のひとつと捉える。

障害者就労の領域で活動する WISE はスワン

ベーカリー（小松・北島 2005 など）やべてる

の家（前田 2007 など）などの事例の先行研究

が WISE と概念化されているわけではないもの

の、いくつかみられる。社会的排除は多元的で

あり、WISE も社会的排除に対して多様なアプ

ローチによって対応する 8。共同連は先行研究

ではほとんど取り上げられていないが、以下の

理由から日本の障害者就労の状況という文脈で

は重要性を持つ。

第一に、先にも見たとおり、日本の障害者就

労を検討する際に、問題とされる排除の局面と

して、最低賃金を保障され、労働権の保障され

た労働市場からの排除があると考えられるため

である。共同連の場合は、労働権保障という特

徴に見られるように、労働権の保障された通常

の意味での就労に設立当初からこだわりをもっ

て活動を行っており、実際に、多くの共同連の

共働事業所では「福祉就労」と比べて高い賃金

が支払われている。

第二に、健常者も障害者も同じ立場で事業

経営に参画することが認められていることも、

WISE として共同連をとりあげる理由である。

共同連の事業所では、意思決定の際には、健
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常者だけでなく障害者の意思が反映されること

が重視されていることが多い。欧州的な意味で

の社会的企業の特徴の一つはその民主性にある

が、共同連はその配慮を行っている。

ただし、共同連の特徴のひとつである障害者

と健常者の対等性は WISE 全体の特徴であるわ

けではないことには注意する必要がある。この

点に関して、過度な一般化は問題であり、欧

州の事例でも、共同連のように完全に対等な

関係で働くケースは多いわけではない（斎藤

2002）。ただ、共同連の場合は、この対等性が

後述するように平均よりも高い賃金を支払うこ

とを可能にする一要素として機能していること

は予め指摘しておきたい。

本論文の分析は共同連の事業所へのヒアリン

グと共同連が発行する機関紙、事業報告書、出

版物をもとにしている。またあわせて各団体の

会議や全国大会に参加し、参与観察を行った。

ヒアリングは共同連に所属する 3 つの事業所（A

共慟作業所、B 会、C 事業所）の代表者と構成

員に対して、2008 年の 6 月から 11 月にかけ

て計 11 回行われた。ヒアリングの質問内容は

主として事業体の事業内容が中心であった。

４　共同連における資源の混合の検討

資源の混合という視点は、Polanyi の多元的

な経済モデルと深く関係している。Polanyi は

市場経済モデルを批判し、経済を実体的に把握

することの必要性を主張した。その際に財の配

分様式として区分されるのが、市場交換、再

分配、互酬の三つである（Polanyi 1977=1980: 

89）。WISE の分析において市場交換は経済の

領域からの資源（事業収入など）として、再分

配は政治からの資源（補助金収入など）として、

互酬は社会からの資源（寄付・ボランティア、

社会関係資本など）として捉えられる（Gardin 

2006）。

「資源の混合」の分析は次の二つのプロセスに

分けることができるだろう。第一に、このよう

な三種の資源が何らかの形で共同連の活動の中

で活用されていることを明らかにすることが求

められる。そして、三つの資源の存在が認めら

れたならば、その上で、三種の資源の混合によ

って活動の中でメリットが生み出されているか

を確かめなければならない。以下、この二つの

問題について、検討していく。

４－１　共同連における各資源の様態

まず、共同連において、三つの配分様式に基

づいて資源が獲得されているのかどうかを見て

いこう。結論から言えば、共同連においてはこ

の三種の資源が活用されている。

４－１－１　互酬に基づく資源

欧州の社会的企業において互酬は社会的企業

の核となる部分であるとみなされている。互酬

的資源は多様な形態を採るが、その代表的な形

がボランティアや寄付である。

共同連の活動のなかで、ボランティアの協力

が重要な意味を占めるのは組織の立ち上げ期で

ある。共同連のいくつかの団体では設立初期に

は大学などの障害者サークルと協力して事業の

立ち上げが行われた。その際には、従業員だけ

ではなくボランティアが事業活動に関わること

も少なくなかった。ただ、一度、事業を軌道に

のせた後では、ボランティアは共同連の活動に

おいて中心的な役割を果たすことは少ない。

だが、互酬による資源は共同連においても核

となる要素であると考えられる。現在でも、共

同連の活動を支えているのは相互扶助的な考え

方である。具体的には必要原則に基づいて支給
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される報酬と実際の生産性が連動しない点に互

酬的要素を見いだすことができる。

健常者に比べて、障害者は生産性という点で

は差がある。このことは共同連では否定されて

いない。しかし、共同連では生産性に差があっ

ても自立に必要な賃金を支払うべきだという規

範が存在する。ここで実際の生産性と支払われ

る報酬との間の差分を、互酬の一種とみなすこ

とができる。例えば、次の文章には互酬的な要

素が見て取れる。

　A 共慟作業所にダウン症と呼ばれる知的障

害の青年がいる。どこの職場にもいるような

普通の青年であり、仕事をやる気は無いこと

はないが生産性は格段高いというわけではな

く、それなりに就労生活を謳歌している。…

ある年の夏の暑い日、私が印刷工程で製本の

仕事を汗かきながらやっていたことがった。

午後一番に納品というお尻の決まった仕事

で、少し急いでいた。件の彼が二階から降り

てきて「S ちゃ～ん（引用者註：団体の代表

者）、がんばっているなぁ～」と茶化したよ

うに声をかけつつ外へ出て行った。「おいお

い、昼休みにはまだ早いぞ～相変わらずぬる

い仕事しとるな、おれのこの額の汗を見てみ

い、T シャツもベトベトやぞ」と内心立腹し

つつ仕事を続けていると「一服しいや～」と

100 円自販機のジュースを買ってきてくれた

のだ。脳天をぶちのめされた？ような清々し

さを感じ、機械と手を停めジュースを飲み干

した。…納品の運転も穏やかな気持ちのまま

推移し、お客さんにも喜んでいただき歓談し

て充実した達成感の中、帰路につけた。あの

一服のジュースが無かったらこんなゆったり

した気持ちで仕事を遂行はできていなかった

かもしれない。…どちらかというと彼の分配

金の中には他のメンバーの生産が多分に入っ

ているかも知れぬ。しかし、誰も彼をお荷物

だとは思わない。それどころか、大切な提案

をしてくれる存在として欠かすことのできな

い同僚なのだ 9。

この代表者は、ダウン症の労働者は生産性が

高いとはいえず、彼の分配金にはほかのメンバ

ーの生産が多分に入っているが、分配と能力の

非連動は問題ないと述べている。むしろ、ダ

ウン症の労働者は仕事のなかで「穏やかな気持

ち」を生み出す「大切な提案」をしてくれる存

在として生産性とは別の基準で肯定的に評価さ

れる。共同連においては働く障害者は生産性に

関わらず、自立的な生活を営めるだけの賃金が

保障することが目指されている。ここに一種の

互酬性が存在する。

労働の生産性と実際の報酬が連動しないこと

は一般の企業や行政組織でも見られることであ

る。だが、共同連の場合、その程度が大きく、また、

生産性と報酬が連動しないことが団体の長所と

して積極的に評価されることに特徴がある 10。

こうした特徴を反能力主義と言うなら、共同

連の事業所では、反能力主義を障害者だけでは

なく、健常者にも当てはめることで、働きやす

い職場環境が構築されているという考えを共同

連の構成員から聞き取ることができた。具体的

にはノルマがないとか、職場の上下関係がない

というような労働環境が存在し、それが若年者

にとっては共同連で働く誘因になることがある11。

ただし、組織内部の互酬性について言えば、

生産性と賃金が連動していないことにより、一

般よりも低い賃金であるにもかかわらず、長時

間の労働を自ら進んで引き受けることがあるこ

とも注意しなければならない。休日も無いほど

に働く健常者もおり 12、対価に見合わない報酬
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で過剰な負担を自らに強いるケースもある。と

りわけ、各現場の責任者クラスの地位にいる人

に過剰労働を自らに強いるケースが多い。

以上に見たように互酬的な資源は二つの意味

で共同連の中で重要な意味を持っている。第一

に立ち上げ期においては、ボランティアの協力

のもとでの事業運営が行われており、この時

期において互酬的な資源が占める意味が比較的

大きい。第二に、共同連の組織内部に存在する

反能力主義が一種の互酬的資源として働いてい

る。反能力主義は対価に見合わない過剰労働を

導くこともあるが、若年者に対して共同連で働

く誘因になる可能性もある 13。

４－１－２　再分配に基づく資源

共同連の理念のもとで運営されている事業所

では、行政の制度を利用しながら活動を続けて

いる事業所が多い。

重度障害者が多い共同連の事業所では単独で

は継続的な事業展開は難しく、行政からの補助

金は障害者の生産性の低さを補うために必要と

考えられている。行政からの補助金は大きく分

けて、福祉財政によるものと労働財政によるも

のに分けることができる。福祉財政による補助

金は、共同作業所、授産施設への補助金の制度

が利用されている、あるいは社会福祉法人制度

に対しての補助金を受給するケースが多い。労

働財政による補助金としては、障害者を一定以

上雇用した場合に支給される障害者調整金制度

が利用されている。このうち、とりわけ福祉財

政に基づく補助金は大きな比重を占める。

しかし、福祉財政に基づく補助金に対して共

同連は批判的スタンスを採る。福祉的な制度が

障害者を単に施設の利用者としてしか扱わず、

健常者には障害者の指導員という位置しか与え

ないためである。福祉財政に基づいた補助金は

共同連の考え方とは根本的に異なるとされる。

このような福祉制度にもとづく補助金につい

て、共同連は自らの実践と福祉制度との間で境

界線を引く。

　我々のもらっている補助金というのは、…

（中略）…障害のある人にサービスを提供す

る、という言い方をするとスマートなんだけ

れど、障害者の世話をすることに対して職員

をツールに使いなさいという話で非常に差別

的なんですよ、僕たちからすると。それに対

しては非常に嫌悪感というか、お金をもらって

活動することの居心地の悪さを感じてたんで 14。

しかし、共同連が全く行政の制度を利用しな

いかと言えばそうではない。むしろ共同連は積

極的に福祉制度を利用してきた。政策の意図と

は異なる形で、工夫をしながら、多くの事業所

では確信犯的に制度を活用してきた。共同連内

部でこのことは「共働事業所」づくり運動の歴

史を振り返るときに、「制度駆使の歴史」であ

ったと正当化されている。

このように共同連の理念と福祉制度の理念と

の間での根本的なズレを抱え、緊張関係をはら

みながら、再分配関係に基づく資源は持続的な

経営のために活用されてきた。

ただし、多くの団体は上記のように緊張関係

を抱えながら公的な補助金を活用しているが、

いくつかの地域では、指導・被指導的関係では

なく、健常者と障害者が対等に働くという共同

連の理念と適合的な制度を成立させてきた。最

も古いのは大阪の箕面市（1993 年）であり、

その後滋賀県（2005 年）、北海道の札幌市（2007

年）で制度化されてきた 15。これらの制度は共

同連の中では肯定的に評価され、全国に拡大す

ることが目指されている。
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４－１－３　市場交換に基づく資源

共同連の組織は多くの場合、事業活動に関し

て積極的であり、事業が基本的に活動の中心を

占めている。実際に営まれている事業は、印刷

業、パン製造、菓子製造、リサイクルなど多岐

にわたる。先にも述べたように共同連の目標の

一つに事業体としての自立が掲げられており、

一般の作業所と比べても、共同連は事業として

採算をとり、事業を拡大させることが重視され

ているということができる。例えば、共同連の

団体のひとつである B 会のパンフレットでは B

会の特徴として、「ビジネスセンスの導入」と

いう項目が存在し「B 会では、消費者のニーズ

に応え、市場で競争できる商品やサービスを作

り出しています」と述べられている。これは、

市場に流通可能なものを作り、組織を効率化し

ていくことに関して一定の志向性が存在してい

ることを示している。

このように共同連が事業体として高い生産性

を確保できる背景には、健常者と障害者の人数

バランスとその関係性への配慮が存在する。共

同連は設立当初から健常者と障害者が同じ程度

のバランスで、同じ立場で働くことを強調して

おり、このことが生産性の維持に貢献している

と考えられる。実際に、障害者と健常者の比率

は A 共慟作業所では 1:0.66、B 会では 1:0.7、C

事業所（菓子製造部門）では 1:0.6 である。

障害者が構成員のほとんどを占める一般の小

規模作業所との組織構造上の違いはこの点に求

めることができる。一般の小規模作業所では共

同連に比べると多くの障害者に対して少人数の

健常者が指導するという構造を持っている。小

規模作業所の障害者と健常者比率は 1:0.32 で

ある 16。また、生産活動に携わるのは主として

障害者のみが多く、健常者は生産活動に直接は

関わらない。この点に関して、次のように共同

連の代表者は述べる。

　今の作業所や授産施設があり続ける限り、

そんなに簡単に一気に収入が増えたり、なに

かができるということは不可能だと思います

ね。少人数の職員と多数の障害者が集められ

て、しかも重度化ということがずいぶん言わ

れてきて、そこにいわゆる補助金がどーんと

あって、授産施設のわずかな売り上げがある

だけです。職員の給料は補助金で保障されて

いく。障害者わずかな売上を分けるという構

造があるわけで。この構造自体を変えないと

いけない（障害者労働研究会 2007: 120）

このように共同連では障害者と健常者が、可

能な限り同じ割合で、しかも対等な立場で働く

という原則のもとで、事業体として一定の競争

力を確保していると考えられる 17。

共同連はイタリアの B 型社会的協同組合を高

く評価するが、これはイタリアの B 型社会的

協同組合の規定において、社会的に排除された

人々の占める割合の最低線が 30％と比較的低

い割合であるためである。共同連ではこの点を

社会性と事業性の両立と捉える。

以上の検討から明らかなのは、共同連におい

ても、三種の資源が実際に活用されているとい

うことである。互酬、再分配、市場交換はすべ

て共同連の各事業を支える資源である。それで

は三種の資源はどのように混合され、それは共

同連の目的に対していかなる機能を果たしてい

るのだろうか。この点を明らかにすることが次

節での課題となる。

４－２－１　事例のプロファイルと収入バラン

ス
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以下では滋賀県の共同連の事例に限定して、

どのように資源の混合が起こっているのか、を

論じていく。取り上げるのは、A 共慟作業所と

C 事業所である。

まず A 共慟作業所の資源混合について論じ

ていく、1975 年に作業所として運営を始めた

A 共慟作業所は、当初から印刷業を営んできた。

最初に障害者も含めて雇用契約を結ぶように

なったのは 1985 年である。それ以降、あとで

紹介する C 事業所とは異なって事業の多角化

は行わず、30 年間、印刷業のみを営んできた。

現在では障害者 12 名、健常者 8 名が雇用され

ている。雇用される障害者は脳性マヒ者など「職

業的重度がほとんど 18」である。

A 共慟作業所の過去 4 年間の事業収入と補助

金の割合を（表１）で示した。A 共働作業所は

社会的事業所制度と事業型作業所制度をそれぞ

れ用いて、一事業所ずつ運営しているが、ここ

では資料の制約から社会的事業所に議論を限定

する。このグラフから読み取れるように、A 共

慟作業所においては、事業収入と補助金の割合

は 9：1 ～ 8：2 を推移しており、事業収入と

補助金の割合に大きな変化はない。

A 共慟作業所は収入のほとんどを事業収入か

ら得ている。事業収入は共同連の中でも最高水

準であるが、事業収入のみでは安定的な経営は

維持できない。代表者は次のように述べる。

　売り上げは 7000 万円ほどなんですよ。人

件費は 3500 万から 4000 万ほどいっている

のではないですかね。50％程度。だから足り

ない。本当は売り上げの 30％程度が適切な

人件費でしょう。その足りない部分を悔しい

かな、補助金に頼らざるを得ない。それがな

かったらすぐ倒産状態ですね 19。

A 共慟作業所は C 事業所と比べても高い割合

の事業収入を得ているが、それでも、「足りな

い部分を悔しいかな、補助金に頼らざるを得な

い」状況にあり、補助金がなくなれば、すぐに
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倒産状態に陥ってしまう状態にある。

続いて、C 事業所は主としてクッキーの製造

販売を行う共同連の共働事業所の一つである。

C 事業所では 32 名の障害者を雇用し、最低賃

金を超える時給 685 円～ 1000 円程度の賃金を

支払っている。当団体は社会福祉法人格を持ち、

この下で就労継続支援 A 型、B 型、および社会

的事業所が運営されている。

C 事業所の収入に占める再分配、互酬、市場

交換の割合を示したのが（表２）である。C 事

業所では 6 割から 8 割程度を事業収入が占め

る。2 割から 4 割程度を福祉行政による助成金

が占め、寄付の割合は 1％程度と非常に小さい。

事業収入は C 事業所の活動の大きな割合を占

めているが、労働行政および福祉行政からの資

源も C 事業所の経営に不可欠な割合を占める。 

C 事業所では事業収入だけでは、継続的な経営

は可能になっていない。事業収入は活動の大き

な部分を占めてはいるが、労働行政、福祉行政

双方からの収入が継続的な経営には不可欠であ

ると言うことができる。

以上のように両事業所の収入のバランスを見

ると、どちらの事業所も事業収入が収入合計の

なかで大きな割合を占めるが、それ単独では継

続的な経営が可能になっているわけではない。

共同連の A 共慟作業所、C 事業所に関して言え

ば、資源を複数組み合わせて、経営が行われて

いることを意味している。

ただし、共同連における資源の混合は複数の収

入源が存在することだけを意味しない。複数の資

源が重層的に組み合わさり、障害者雇用の改善を

図るという社会的目的と継続的な経営を図るとい

う経済的目的の達成が図られている 20。互酬―市

場交換、互酬―再分配、再分配―市場交換の組み

合わせそれぞれについて順に見ていこう。

４－２－２　互酬と市場交換の混合する局面

互酬と市場交換が混合する局面は「社会に埋

め込まれた市場」での取引に見て取ることが

できる。「社会に埋め込まれた市場」という概

念は EMES が WISE の経営の特徴のひとつとし

てあげているもので、製品に込められている

価値や WISE の社会的目的に共感することに動

機づけられた製品の取引のことを指す（Gardin 

2006: 117）。共同連の場合は、具体的には生協

などの品質に配慮する業者や、社会的目的に共

感しやすい学校や役所などが取引相手となる 21。

社会関係を利用した物品の販売で扱われる商

品は基本的に何らかの社会的な意味が込められ

ていることが多い。社会的な意味とは自然食品

であるとか、無農薬であるとか、原料にこだわ

るといった意味のことである。製品に社会的意

味をこめることには、二つの目的があり、第一

に、製品の差別化のためであるが、第二に、品

質の良いものを作ること自身が事業の一部とし

て認められている。これは共同連が社会運動的

側面を持つために障害者雇用以外の社会的目的

を実践することに関して寛容であるためだと考

えられる 22。

C 事業所でも A 共慟作業所でも社会関係を利

用して、商品を市場で販売している。例えば、

C 事業所では原材料に配慮した製品を生協や学

校などに訪問販売しており、A 共慟作業所では

授産施設の振興団体を仲介にして県庁の生協か

ら名刺の発注を受託している例があるという。

社会関係資本と市場での取引が組み合わされた

例として社会に埋め込まれた市場での取引をと

らえることができる。

ただし、社会関係を利用する社会に埋め込ま

れた市場での取引はその規模という点で限界を

抱える。C 事業所の代表者は社会に埋め込まれ

た市場の規模について次のように述べる。
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自然派市場（引用者註：社会に埋め込まれた

市場）は自然派市場で持っているんだけど、

限界が 5000 万円くらいなんや。（引用者註：

自然派志向の）クッキーとかでいけるのは。

それ以上で伸ばそうとすると違う商品になる

んやね。

A 共慟作業所の代表も、A 共慟作業所の理念

だけに共感して発注を受けることは「ほとんど

ない」と述べる。この２事例に関して言えば社

会に埋め込まれた市場交換による取引は、それ

単独で事業が営めるほど、規模は大きくないと

考えられる。

この点に関連して、C 事業所の代表者は一般

での市場取引と埋め込まれた市場交換の役割の

分担を強調している。一般市場と自然派市場で

はその性質が大きく異なる。

代表者：ただ自然派市場はあまり浮気したら

へん、お客さんが必ず自然派に戻っていかは

るのと、インテリジェンスな人が多いので売

りやすいのは売りやすい。なんて言うかな、

値切らない。せやけど、それだけだと日本の

経済は回っていかへん。一般市場、半分は一

般受けする商品を作らないといかん。

筆者　：最初は自然派市場だけだったんです

よね。

代表者：そこで限界を感じてしまった。この

市場の消費に。

筆者　：5000 万円で頭打ちなんですね。

代表者：そう、分かってしまった。

自然派志向の商品を買う層は「インテリジェ

ンス」な層に限定されるが、この層は一般市場

の取引先のように値切ることもなく（そのため

ある程度の高さの利益率が望める）、他の取引

相手に逃げることも少ない。C 事業所では埋め

込まれた市場の規模の限界を認識した後、一般

市場向きの商品を開発に重点を移したが、埋め

込まれた市場を完全に放棄したわけではなく、

市場の性質に応じた使い分けを行っている。

埋め込まれた市場交換以外にも、市場での製

品の競争力を増すためにノウハウのやり取りも

行われている。B 事業所の代表者は次のように

述べている。

（引用者註：事業所間での）連携があるから、

例えばうちは（引用者註：共同連の）事業所

P とよう情報交換する。あそこもマニアック

市場（引用者註：埋め込まれた市場交換）一

本でやっているから、そこで連携して。なん

とかいうところのココアはなかなかよかった

よとか。

このように共同連の他の団体からの情報を利

用することにより、商品競争力の向上を図って

いる。また、C 事業所では共同連以外の作業所に

対しても経営ノウハウの提供や優先的な発注を

行っている。これはノウハウを提供することで、

少しでも多くの障害者雇用を拡大するためであ

る。このように互酬的な資源の配分様式と市場交

換の配分様式が組み合わされて、社会的目的の達

成および経済的目的の達成が目指されている。

４－２－３　互酬と再分配の混合する局面

互酬的資源が再分配による資源を呼び起こす

例も存在する。とりわけ滋賀の場合は、社会的

事業所の制度整備時においてこのような展開を

見ることができる。

滋賀県は 1980 年代後半から小規模作業所

の支援政策を強化したが、その流れのなかで
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2000 年に事業所型作業所制度が成立した。事

業所型作業所制度は「働く障害者を利用者では

なく障害者従業員としてとらえ、１／２以上の

障害者従業員に最低賃金以上を支払い雇用関係

を結ぶ事を義務づけた」（滋賀県社会的事業所

協議会 2008: 36）制度である。

この事業所型作業所制度の延長線上の成立し

たのが社会的事業所制度である。事業所型作業

所が全ての利用者と雇用契約を結ぶことを求め

ておらず、すべての労働法規を適用するまでに

は至っていないこと、一方で労働法規が全面的

に適用される福祉工場は 20 名以上の定員が必

要であり、社会福祉法人でないと設置・運営で

きない等の制約があることを踏まえたうえで、

「従来の施策の延長ではなく、新たに就労の場

そのものを創出することによって、より障害者

の労働ニーズに対応するために」（障害者の就

労支援に関する検討委員会 2004: 15）作り出

された制度である。社会的事業所制度は福祉と

労働の連携が重視された。

この社会的事業所制度は障害者全員との雇用

契約や、障害者の経営参画などの 7 項の要件を

満たす 23、労働法規を全面適用した事業所であ

る。現在では滋賀県で 6 ヶ所社会的事業所制度

に基づいて事業運営がなされている。この制度

の特徴は補助される資金の使途が限定されてお

らず、障害者の賃金にも使用可能であるという

点である。A 共慟作業所の代表者は次のように

述べ、画期的な制度であることを強調する。

　2000 年にやっと事業所型作業所という形

で雇用関係を結ぶことを認めさせた。でも作

業所制度だからお金は健全者に使いなさい、

というたが
4 4

は相変わらずはまったままや。で

もそれを画期的な形で変えたのが、社会的事

業所制度。

社会的事業所制度自体が一種の互酬的な要

素を持ち合わせている。社会的事業所制度の場

合は他の障害者就労施策の制度と異なり、使途

に制限が存在しないため、一種の賃金補填的に

使われることが可能である。この仕組みは再分

配からの資源が互酬的に用いられていると考え

ることができる。

この社会的事業所制度は、共同連の A 共慟作

業所や C 事業所などが中心となって構築された

という経緯を持つ。社会的事業所制度の原型を

作った委員会（今後の共同作業所のあり方に関

する検討委員会）に C 事業所の前代表が委員と

して出席している。C 事業所の前代表は A 事業

所の代表と協力しながら、他の滋賀県内の授産

施設を説得して回った。

　C 事業所の代表の…K っていう代表がその

あり方検討委員会の委員としてでてたんで

ね、僕が一緒にね、きょうされんやセルプ協

や育成会やなんやかんやの団体 24 の委員の

現場一軒一軒回ってね、一緒に。各々のいろ

んな形の作業所は認めましょうと、もちろん

全部大切です。しかし、そこで雇用関係を結

んでね、労働者性を担保しながら地域で働く

という作業所があることを認めてくださいよ

と。誰もそれは悪いことやないから反対でき

へんのよ。そやねと一緒につくりましょうっ

て言う話や。でもそれは本当に何回も議論し

て、何回も回ったわ。一回聞いたぐらいでは

聞いとらへんから。そのうえでやって事業所

型できたわけよ、そのうえで社会的作業所が

またあるわけや。

これは A 共慟作業所や C 事業所が共同連とは

理念が異なる団体との間に作り上げた社会関係
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資本という互酬的な資源が再分配による資源獲得

の基礎として機能したことを意味する。

現在、社会的事業所制度は県単独の制度である

ため、財政基礎構造改革による地方財政の切りつ

めと障害者自立支援法の施行という文脈で縮小圧

力に晒されている 25 が、A 共慟作業所や C 事業

所が中心になって作られたネットワークはそれに

抵抗する機能も果たしている。A 共慟作業所、C

事業所が中心となって生まれた社会的事業所のネ

ットワークである「滋賀県社会的事業所協議会」

はロビー活動を行い、社会的事業所制度の存続に

向けて活動を行っている。社会関係資本という互

酬的資源が再分配による資源を創出し、維持する

機能を果たしている例と言うことができるだろう。

以上のように社会的事業所制度の例から、これ

ら二つの WISE が再分配からの資源と互酬的資源

が組み合わされた結節点として機能していること

が理解される。

４－２－４　再分配と市場交換が混合する局面

最後に再分配と市場交換が混合する局面を論じ

ていく。共同連において再分配による資源と市場

交換が混合する最も顕著な局面は、市場交換から

の資源を獲得するための設備投資の一部に再分配

からの資源が用いられる際に見られる。

C 事業所では、先述した社会的事業所制度を全

面的に用いて事業運営を行っているわけではな

い。どちらかと言えば、健常者―障害者間の関係

でいえば指導―被指導の関係が前提とされ、共同

連の理念とは異なる法人制度である社会福祉法人

格を用いた運営を行っている。このように C 事

業所が理念とは沿わない事業所制度を使用する理

由は社会福祉法人制度のほうがより多くの設備投

資のための補助金が支給されるためである。この点

について、事業所の代表者は次のように述べる。

筆者：C 事業所の場合は制度を利用するって

いう考え方ですが、それはなぜですか。

代表：それは建物を建てたりとかするときに

そういう制度の中に出たほうがようけでる。

そのままであがなっているとあまり出えへ

ん。実をとるか理念をとるかという問題でウ

チは実をとる。作業所の補助金をもろうてい

る段階で負けなんだから自立支援法内施設に

なろうが、同じなんだからという考え方で。

社福とって小規模通所っていう国の施設にい

ったんだけど、…なんでとったかといえば、

それで建物を建てる補助が出た、国庫補助っ

ていうんだけど。それによって建てられるこ

とになって、建てられることによって生産設

備がよくなって、生産量が上がった。生産量

が増えたら事業売上が上がるでしょ。事業売

上ができたら障害者雇用できるし、みんなの

給料あげられるでしょ。そういう考え方で。

このように C 事業所では、より多くの障害者

雇用を生み出すために再分配からの資源を設備

投資に用いて市場交換による資源の拡大を図っ

ている。収入の変化は先にあげた表２の 2005

年から 2006 年までの変化の場面において見て

取ることができる。収入の倍増は戦略的な行政か

らの補助金獲得によってはじめて可能になった。

一方で、A 共慟作業所は事業全体を社会的事

業所制度と事業型作業所制度で運営している 26。

これは業態や規模の違いに加えて、A 共働作業

所が社会的事業所制度の意義を高く評価してい

ることも影響している。社会福祉法人制度と比

べ社会的事業所制度では金額自体は小さいもの

の 4 年ごとに 800 万円程度の設備投資のため

の補助金が支給される。この行政からの補助金

は A 共慟作業所の場合、設備投資に使用され、

同業他社と競争できる条件となっている。
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制度の利用に関して重点の置き方は異なる

ものの、どちらの事業所も再分配による資源が

市場交換に基づく資源獲得の効率性を向上させる

ために使用されているという点は共通している。

４－２－５　考察と本分析の限界

以上を整理すると、以下の知見を得ることが

できたということができる。

第一に、滋賀の共同連においては、事業収入

単独で継続的な経営が可能になっているわけで

はなく、複数の資源のチャンネルを用いること

によって継続的な経営が可能になっている。こ

れは前節での記述を確証するものである。

第二に、複数の資源の配分様式はそれぞれに

組み合わされて、社会的目的、経済的目的の達

成に貢献していると言うことができる。互酬―

市場交換、互酬―再分配、再分配―市場交換と

いうそれぞれの資源の配分様式は重層的に関係

しあっており、共同連という WISE はそれぞれ

の配分様式の混合の結節点になっている。そし

て、それぞれ、障害者雇用の改善という社会的

目的、事業の持続的経営という経済的目的と結

び付いている。

このような重層的な配分様式の混合を理解す

るためには、ある時点での収入の配分構造を理

解するだけではなく、事業収入には表れにくい

事業体に関連する社会関係資本の把握、および

資源の混合のプロセスを重視する動態的な把握

が不可欠であると考えられる。動態的にアプロ

ーチすることにより、互酬的資源が果たす役割

が小さくないことが明らかになった。複数の資

源の配分様式の重層性に、動態的にアプローチ

するという視点を提起したことは、より精緻な

資源混合の分析のための足がかりにはなるだろ

う。

しかし、本論文では事例とした二つの事業体

そのものについては一定の検討が行えたもの

の、それらに関係する組織ネットワークに関し

て、その機能と様態を十分に描き出すことがで

きたとは言えない。行政組織をはじめとする地

域の諸組織と事業体の関係について分析が及ば

なかった点が指摘できる。また今回は資源の混

合の持つ、目的に対する順機能的側面に焦点を

当てたが、複数の資源に依存することで生じる

経営の不安定性の問題、あるいは過剰にある資

源に依存することを意味する制度的同形化とい

った、資源の混合に付随する逆機能的側面を論

じることは叶わなかった。これらは今後の課題

としたい。

５　おわりに

以上、本論文において、労働統合型社会的企

業の「資源の混合」の様態について分析してき

た。「日本の WISE においても資源の混合を認

めることができるか。認められるとすれば、そ

れはいかに WISE の社会的目的、経済的目的に

貢献しているのか」という問いに対しては、少

なくとも、本論文で取り上げた共同連の二事例

においては、三種の資源の混合を認めることが

でき、それらは重層的に混合し、社会的目的、

経済的目的に対して順機能的な役割を果たして

いるということができる。

健常者と障害者が同じ立場で働きながら、事

業体として効率性を追求することで、高い割合

で市場からの収入を獲得しつつ、日々の運営や

設備への投資を行うために行政からの補助金を

確保し、反能力主義を徹底することで障害者へ

も最低賃金を保障しながら活動する共同連は、

三つのセクターの資源を混合させた WISE の成

功例の一つである。重層的な資源の混合の結果

として、障害者に対して「福祉就労」よりも高



118 ソシオロゴス　NO.33　／ 2009

い賃金で雇用を提供し、また事業体としても継

続的な経営が可能になっていると考えられる。

以上の知見は、政府や市場への対抗性を強調

する、従来のアプローチでは得ることができな

かったものである。対抗性を強調するアプロー

チでは、行政も社会的企業の活動の不可欠な

関係主体であること、あるいは社会的企業が営

利企業と同様に効率性を追求し、事業を拡大す

る志向を持つことを十分に捉えることができな

い。

本論文は、WISE に関して組織内部の資源の

混合に注目するという EMES の視点が日本の事

例に関しても有効であることを示唆する。ただ

し、本論文は単一事例の分析であるため、資源

の混合が他の障害者就労に関わる WISE に関し

ても当てはまるのか、そしてまた、他の領域の

WISE に関しても当てはまるのかどうかは、今

後、検討の必要な作業になる。

資源の混合という性質に注目することはサー

ドセクターの組織ごとの違いを浮かび上がらせ

る点で重要な意味を持つと考えられる。混合の

配分比率や社会的、経済的目的との結びつき、

社会関係資本との関係の違いによって社会的企

業の性質と社会的機能は異なるものとなるだろ

う。WISE の整理とその機能の分析は今後不可

欠になると考えられる。

また各セクターの要素の混合という視点は、

セクターの境界を超えた組織の比較の際にも有

効性を持ちうるだろう。サードセクター、ある

いは社会的企業という概念は境界が明確な概念

ではない。おそらく、今後検討が必要となるの

は社会的企業一般の性質の探求ではなくて、い

かなる要素のミックスがその組織の目的にとっ

てどのような機能を果たしうるのかに関するセ

クターの境界を超えた分析であるだろう。

福祉から就労へという社会政策の世界的転換

の中で、日本においても WISE は一定の役割を

占める可能性はあると考えられる。WISE の有

効性を検討するためにも WISE の持つ要素の混

合の構造の理論化と実証的研究が必要になるだ

ろう。

注
1 失業者に職業を提供してきた「労働者協同組合」、

主婦達が起こした「ワーカーズ・コレクティブ」、

ホームレス支援を行う「あうん」などを日本にお
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2 粕谷はサードセクター、社会的企業、社会的経済

を同義で用いている。だが三者は区別されなけれ

ばならない。欧州的な文脈においては、社会的経

済とは協同組合を中心とする民主制を重視した民

間の利益を優先しない経済領域であり、サードセ
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営利セクターを総称した概念である。一方で、社

会的企業概念は社会的経済、非営利セクターの重

なり合う、小規模で民主性を強調した生産活動を

行う事業体のことを指す。
3 EMES はヨーロッパにおける社会的企業の研究ネ

ットワークである。1996 年に発足し、サードセク
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Europe であり英訳は Emergence of Social Enterprise 
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4 http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/

ft/pdf/index.pdf から引用 （2009.3.5 アクセス）
5 共同連 HP（http: //www.gambatta.net/kyoudou/）

より引用（2009.2.12 アクセス）。
6 定義のうち経済的要素は、A) 持続的な活動に財や

サービスの生産と販売を行う、B) 高いレベルの自

律性を持つ、C) 有意味な水準のリスクを持つ D) 最

小レベル以上の労働性がある、の 4 項目から成り、
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社会的要素は E) コミュニティや特定の集団の利益

という明白な目的がある、F）市民の集団によって

立ち上げが主導される、G）資本所有に基づかない

意思決定が行われる、H) 参加型の性質（活動によ

って影響を受ける多様な集団を巻き込むこと）を

持つ、I）制限された利潤の分配を行う、の 5 項目

が要件とされる。
7 ただし、地域の企業や行政の代表者など EMES の

研究においては重視される組織外部の利害関係者

の参加は一部の共同連の団体には見られるものの、

共同連一般の性質とは言えない。
8 社会的排除という多元的な問題に対して WISE は

多様なアプローチをとりうる。佐藤らの議論は社

会的企業の一元性を強調する点でも問題がある。

共同連が他の WISE と比較してどのような特徴をも

ちうるのか、という問いについての詳細は別稿に

て論じたい。
9 ある障害者団体の機関紙に掲載された「A 共慟作

業所」代表者の文章からの引用。以下引用文中の

下線は全て引用者による。
10 このような組織内の互酬は障害者の給与を高め

る反面で健常者の賃金を結果的に低いままにして

いるという側面がある。この点が共同連の事業所

が拡大していかない要因であるとも考えられる。
11 「B 会」B 氏からの聞き取りによる（2008.9.26）。
12 「B 会」C 氏からの聞き取りによる（2008.7.25）。
13 共同連における反能力主義はこのように過剰労

働と満足度の高い労働を生じさせうるという意味

で両義的である。おそらく、共同連での働き方は

いくつかの類型化が可能であると考えられる。い

かなる層がいかなる条件・意識のもとで働いてい

るのか、という論点についての検討は別稿にて行

いたい。
14 「A 共 慟 作 業 所 」 代 表 者 か ら の 聞 き 取 り

（2008.7.12）。
15 箕面市では「障害者事業所」、滋賀県では「社会

的事業所」、札幌市では「障がい者協働事業」とい

う名称で制度が整備されている。
16 http://www.kyosaren.or.jp/news/2005/0401_1.

pdf より引用。（2009.3.9 アクセス）
17 このことは互酬的資源に関しても関係する。も

し障害者が健常者に比べて高い割合を占める状況

であれば、組織内の互酬において健常者の負担は

より大きくなると考えられる。
18 ある障害者団体の機関紙に掲載された A 共慟作

業所の文章からの引用。
19 「A 共慟作業所」代表者への聞き取りによる

（2008.7.12）。
20 複数の目的を混合させるという性質は WISE 一般

見られることは、すでに指摘されている（Campi et 

al.2006: 30）。この視点は天野正子によるワーカー

ズ・コレクティブ研究ともその方向性を一とする

と考えられる。この点については改めて論じたい。
21 このような取引は個人的なネットワークが基盤

となることもある。例えば愛知の団体の関係者は

次のように述べている。「私はずっと市民運動み

たいなものをやっていた。取引先とか。名古屋生

活クラブだと、愛知生協の中にも友人がいるし、

そういう人的なつながりみたいなものも今の基

礎のなかにあって」（「B 会」A 氏からの聞き取り

（2008.9.26））。
22 ただしこのように事業所として品質にこだわる

という特徴は共同連だけに限らないという点には

注意しなければならない。経営の自立を目指す積

極的な共同作業所においても、他の作業所との差

別化のためにこのような戦略を採用するところは

少なくない。また生協が共同連の商品の取引先と

して大きな役割を占めることが多いのも、共同連

に限らない。共同作業所は 80 年代からすでに生協

との協力関係を築いてきた（鈴木他 1998）。
23　7 つの要件とは以下の通りである。①障害者

従業員が就労を継続し、維持できるように支援す
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る機能を有すること、②障害者従業員は 5 名以上

とし、かつ全従業員の一定以上を占めること。③

社会的事業所の内外において、障害者理解等の啓

発活動を行っていること。④従業員全員と雇用契

約を締結すること。⑤事業所の経営機関に障害者

自身が参画していること。⑥労働保険（労働者災

害補償保険、雇用保険）の適用事業所であること。

⑦事業所としての経営方針、経営計画が適切であ

るとともに、利益を上げるための経営努力が成さ

れていること。（滋賀県 2005）
24 きょうされんとは共同作業所の全国組織（旧称：

共同作業所全国連絡会）、セルプ協とは授産施設の

全国組織（全国社会就労センター協議会）、育成会

とは知的障害者の親達が作った全国組織（全日本

手をつなぐ育成会）のことをそれぞれ指す。
25 障害者自立支援法の法内設備であれば、国から

の補助がなされるが、県単独の制度である社会的

事業所制度は全額県が補助しなければならないと

いう違いがある。
26 このように両事業所で制度の利用法に重点の違

いが見られるのは、業種の違いに加えて両者が掲

げる目的に若干の違いがあるということとも関係

している。B 事業体の場合、より多くの障害者の雇

用の拡大を目的としている一方で C 事業体の場合

は現在雇用している従業員の待遇改善が目的とし

てより強調される。
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On Resource Mix of Work Integration Social Enterprise
Th e Case of Kyo-do-ren

YONEZAWA, Akira
 

This paper aims to show the mechanism of “resource mix” in social enterprise, which reduces exclusion 

of the people who is excluded from the labor market. Some studies argue that social enterprise is an independent 

entity that opposes to the government and market. Other studies in Europe, however, point out that resources 

from the government, market and community are mixed within the social enterprise. In this paper, I emphasize 

the merit of the resource-mix approach, by analyzing the Kyo-do-ren case, where the resources from the various 

entities interact to encourage labor market participation of the disabled. Through this resource-mix mechanism, I 

argue that social enterprise contributes to eliminate social exclusion.
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